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カ
ボ
チ
ャ
は
、
十
一
月
の
中
旬
に
播

種
（
た
ね
を
ま
く
）
し
、
十
二
月
上
旬

か
ら
半
ば
に
か
け
て
本
畑
へ
定
植
す
る

栽
培
は
ト
ン
ネ
ル
栽
培
を
す
る
か
、
こ

れ
は
寒
波
を
防
ぐ
た
め
、
定
植
し
て
か

ら
三
・
四
カ
月
で
収
穫
で
き
る
。

「
カ
ボ
チ
ャ
の
栽
培
は
管
理
か
し
や
す
い
の
と

病
害
虫
に
も
強
い
し
、
寒
波
に
も
強
い

よ
う
だ
、
ウ
リ
ミ
バ
エ
に
対
す
る
予
防
■

対
策
さ
え
し
っ
か
り
す
れ
ば
そ
ん
な
に

手
が
か
か
ら
な
い
し
、
換
金
作
物
と
し

て
は
前
途
有
望
で
す
よ
」
と
カ
ボ
チ
ャ

作
り
の
初
の
試
み
に
関
係
者
は
大
鼓
判

を
お
し
て
い
ま
し
た
。
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水
道
の
告
知
書
が

七
月
分
よ
り

変
わ
り
ま
す

号
も
記
入
さ
れ
ま
す
の
で
よ
り
明
白
に

な
り
ま
す
。

栓
種
別
に
つ
い
て
も
家
事
用
1
、
営
業

用
2
、
官
公
署
学
校
用
3
、
浴
場
用
4

臨
時
用
5
、
と
い
う
ふ
う
に
番
号
で
稚

別
を
表
わ
し
ま
す
。

こ
れ
を
表
に
し
ま
す
と
別
表
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
水
通
謀
で
は
、
需
用
家
の
方

々
の
自
主
納
付
を
望
ん
で
い
ま
す
の
で

銀
行
・
農
協
等
の
ご
利
用
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

ゴ
ミ
の
な
い
清
潔
な
町
に

新
町
通
り
に
ゴ
ミ
箱
を
設
置

－
新
町
通
り
会
－

新
町
通
り
会
（
全
長
町
田
宗
晃
、
全

員
七
五
名
）
で
は
、
年
度
事
業
の
一
項

と
し
て
、
ゴ
ミ
の
な
い
清
潔
な
町
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
、
ロ
ー
タ
リ
ー
（
花
城

電
気
前
）
か
ら
み
な
と
通
り
入
口
に
至

る
約
四
百
米
の
新
町
通
り
に
一
九
個
の

町
水
道
課
で
は
、
七
月
分
の
水
料
金

か
ら
は
、
t
算
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な

い
、
今
ま
で
の
告
知
書
か
ら
多
少
変
わ

っ
て
き
ま
す
の
で
ご
説
明
し
て
お
き
ま

す。
色
は
み
ど
り
色
に
な
り
、
従
来
三
枚

折
り
た
た
み
に
な
っ
て
い
た
も
の
か
、

今
度
の
も
の
は
、
横
書
き
和
英
両
文
入

り
に
な
り
、
収
納
済
通
知
書
と
収
納
済

通
知
書
（
銀
行
等
の
保
存
）
及
び
納
入

通
知
書
兼
領
収
証
の
三
つ
の
段
階
に
分

け
て
弱
ミ
シ
ン
を
通
し
て
あ
り
ま
す
。

内
容
的
に
大
き
く
通
い
ま
す
の
は
、
収

納
簿
番
号
と
栓
権
別
の
欄
で
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
の
収
納
簿
番
号
は
各
区
別
に
一

也
か
ら
順
序
に
二
年
番
号
で
し
た
が
、

今
度
の
収
納
簿
で
は
番
号
が
八
桁
に
な

り
ま
す
。
（
屯
算
セ
ン
タ
ー
使
用
の
た

め
必
要
な
数
字
）
、
ま
ず
、
各
区
を
使
先

上
、
次
の
よ
う
に
設
置
し
ま
す
。

1

2

3

4

－

5

6

一

一

一

一

一

一

東
上
中
北
南
西

そ
う
し
ま
す
と
、
例
え
ば
中
区
十
丁
枕

の
場
合
は
3
1
1
と
い
う
ふ
う
に
最
初

の
三
桁
で
区
、
舷
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
次
の
三
つ
の
番
号
が
収
納
簿
番
号

で
こ
れ
は
永
久
番
号
に
な
り
ま
す
。

（
住
所
の
変
更
が
な
い
場
合
）
、
そ
の
次

に
二
つ
の
数
字
が
並
び
ま
す
が
、
そ
れ

は
枝
番
で
す
の
で
今
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
住
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、

従
来
通
り
区
、
班
を
使
用
し
な
が
ら
番

「
ト
ト
帖
蕊

ゴ
ミ
箱
を
設
遷
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
同
通
り
を
通
行
す
る
車
両

の
運
転
者
や
通
行
人
そ
れ
に
買
物
客
が

公
道
に
か
み
く
ず
や
空
ビ
ン
空
カ
ン
な

ど
の
ゴ
ミ
を
放
正
し
た
り
投
げ
す
て
を

さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
同
通
り
を
ゴ
ミ

一
つ
な
い
清
潔
で
き
れ
い
な
通
り
に
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
設
置
し
た
も
の
。

こ
の
ゴ
ミ
郡
は
通
行
人
用
に
股
遷
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
家
庭
内
か
ら
排
出

さ
れ
る
ゴ
ミ
は
、
こ
れ
に
投
入
し
な
い

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
み
ん
な
で
大
切

に
扱
い
、
町
の
美
化
へ
の
ご
協
力
を
よ

ぴ
か
け
て
い
ま
す
。
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…
恐
ろ
し
い
キ
ど
の
嘉
穂
病
を
…

…

　

　

撲

滅

し

ょ

う

　

　

…

…
－
■
穂
状
の
鞭
状
物
が
で
き
る
前
に
4
　
胞
子
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
ど
こ
…●

…
株
ご
と
抜
き
取
り
、
適
当
な
場
所
に
　
－
ル
袋
を
か
ぶ
せ
林
ご
と
抜
き
取
る
…

仙
　
烹
て
笠
す
る
。
　
　
　
5
ほ
君
辺
の
ス
ス
三
イ
ネ
科
稚
…

…
2
　
発
生
の
事
し
い
は
場
は
株
出
し
を
　
物
）
雑
草
を
苅
り
取
る
。
　
　
…

…
　
さ
け
、
は
犠
ご
と
焼
却
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
3
　
発
病
は
嶋
や
そ
れ
に
隣
接
し
た
は
蒸
れ
穂
病
の
発
生
が
あ
っ
た
場
合
・
役
…●

…
嶋
か
ら
は
莱
苗
し
な
い
。
　
　
　
嘲
、
農
協
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。
…
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あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

町
▼
集
会
へ

〇
　
五
月
十
ヒ
日
宇
威
手
的
四
六
三
番

地
知
花
賢
治
さ
ん
か
ら
ご
尊
父
包
沼

さ
ん
の
香
典
返
し
と
し
て
三
〇
万
円

町
社
食
欄
祉
協
■
金
へ

〇
　
五
月
四
日
字
素
手
納
車
二
番
地
上

聞
正
弘
さ
ん
か
ら
ご
祖
父
江
三
郎
さ

ん
の
杏
典
返
し
と
し
て
一
万
円



広報かでな
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カボチャの出荷

相
管
よ
。
⑲

国
民
年
金
が
改
正
さ
れ
ま
す

昭
和
五
十
二
年
俊
子
芥
が
き
ま
り

国
民
年
金
は
拠
机
年
金
・
福
祉
年
金
と

も
、
次
の
よ
う
に
、
老
齢
年
金
を
初
め

と
す
る
各
種
年
金
餌
が
引
上
げ
ら
れ
る

ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
改
沖
が
行
わ
れ
ま

す。一
、
拠
出
年
金

本
年
七
月
か
ら
、
老
齢
年
金
、
通
許

老
齢
年
令
、
障
＃
年
金
、
一
二
一
級
）

吋
√
年
金
、
吋
は
／
年
金
、
追
肥
牛
金
、

雅
柑
年
余
と
も
に
、
前
年
度
の
全
開
平

均
梢
珊
者
物
価
指
数
の
上
昇
率
に
妃
人
目

う
徹
が
加
詳
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
加
拝
は
従
来
毎
年
九
月

に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
年
は
二
カ
月

繰
上
げ
て
七
月
と
な
り
ま
す
。

二
、
福
祉
年
金

〓
　
年
金
柄
の
引
1
こ
げ

各
福
祉
年
金
の
月
粥
が
、
今
年
八
月
か

か
ら
次
の
よ
う
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。

0
老
齢
福
祉
年
金

三
、
五
〇
〇
日
I
 
T
 
J
i
、
【
U
O
O

M
0
印
判
‥
福
祉
年
金
（
．
級
）

二
〇
、
■
▲
一
〇
〇
円
l
二
一
二
　
ム
0
0

M
O
昨
盤
‥
福
祉
年
令
（
∴
級
〕

一
二
、
J
i
U
O
円
l
‥
九
、
0
0
0

円
0
母
√
・
叩
時
r
福
祉
年
金

．
七
、
六
〇
〇
円
l
‥
九
、
五
0
0

日
　
所
得
制
限
の
緩
和

本
人
の
所
柑
制
限
が
今
年
五
H
分
か

ら
、
次
の
よ
う
に
緩
和
さ
れ
ま
す
。

0
老
齢
福
祉
年
金
と
障
宮
福
祉
年
金

夫
婦
の
場
合
　
年
収
一
年
一
万
円

l
一
六
凹
方
円

0
母
仁
と
準
母
子
の
紬
祉
年
金

付
と
／
一
人
の
場
合
　
年
収
二
九

六
万
円
l
。
三
〇
万
円

〓
　
恩
給
等
と
の
併
給
制
限
の
緩
和

（
今
年
八
月
失
地
）

二
八
万
円
l
三
三
万
円

支
払
期
日
の
変
更

〈
今
年
十
月
失
地
）

従
来
の
支
払
月
で
あ
る
↓
月
、
五
月

九
月
を
、
本
年
か
ら
四
月
、
八
月
、
十

二
月
に
改
め
ま
す
。
（
な
お
、
十
二
月

の
支
払
い
は
、
受
給
権
者
か
ら
請
求
が

あ
れ
ば
、
十
一
月
に
支
払
い
ま
す
し
一

国
民
年
金
の
保
険
料
が

引
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

同
比
年
金
の
保
険
料
が
、
今
年
の
四

日
分
か
ら
、
一
と
月
に
つ
き
∴
千
二
百

円
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

同
比
年
金
は
、
給
付
珊
用
の
三
分
の

一
を
国
雄
が
八
川
し
な
が
ら
、
老
齢
年

令
を
初
め
と
し
て
各
種
年
金
鮎
を
引
上

げ
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
引
上
げ
は
今
後
も
続
き
ま

す
の
で
、
保
険
料
の
引
上
げ
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
同
比
年
金
制
鹿
を
さ
ら
に

良
く
し
て
い
く
た
め
に
、
保
険
料
の
約

日
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
加
入
も
れ
者
は

す
ぐ
手
続
き
を

凶
艮
年
金
は
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳

ま
で
の
人
で
、
厚
生
年
金
な
ど
他
の
公

的
年
金
制
舷
に
は
い
っ
て
い
な
い
人
が

す
べ
て
加
入
す
る
国
営
の
年
金
制
舷
で

い
ま
二
千
六
百
万
人
以
上
が
加
入
し
て

い
ま
す
。

こ
の
同
比
年
金
へ
一
定
期
間
加
入
し

て
、
六
十
五
歳
に
な
れ
ば
老
齢
年
金
を

受
け
ら
れ
ま
す
が
、
加
入
の
手
続
き
を

忘
れ
て
い
る
と
、
披
保
険
新
期
間
の
終

点
で
あ
る
六
十
歳
ま
で
保
険
料
を
納
め

て
も
、
老
齢
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
と

い
う
㈹
っ
た
場
合
が
生
じ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
他
の
公
的
年
金
に
全
く
加

入
せ
ず
に
一
二
十
五
歳
以
上
に
な
っ
た
人

は
、
こ
れ
か
ら
加
入
し
て
、
か
か
さ
ず

に
保
険
料
を
納
め
で
も
、
老
齢
年
金
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

二
十
歳
に
な
っ
た
人
、
他
の
公
的
年
金

か
ら
移
っ
て
き
た
人
は
も
ち
ろ
ん
、

加
入
の
人
は
、
す
ぐ
に
、
同
比
年
令
未

加
入
す
る
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

…
…
…
…
カ
ボ
チ
ャ
は
前
途
有
望
′

●
●

■
●

●
●

■
●仰

㌻
町
内
生
産
組
合
が
初
の
出
荷
…
…
…
“
…
…
…

こ
と
し
、
沖
縄
の
カ
ボ
チ
ャ
が
、
沖

縄
経
済
連
の
本
土
市
場
の
開
拓
に
よ
っ

て
、
大
阪
市
場
で
大
変
な
入
坑
を
よ
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
県
内
で
い
ま

わ
ポ
チ
ヤ
栽
培
が
注
目
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
町
内
で
も
、
カ
ボ
チ
ャ
生
産
組

合
（
九
名
）
　
の
人
た
ち
が
、
こ
と
し
の

三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
六
、
四
二
ト

ン
の
カ
ボ
チ
ャ
　
（
え
び
す
）
を
出
荷
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
同
組
合
H
が
今
回
は
じ
め

て
手
か
け
た
も
の
で
、
十
キ
ロ
詰
め
の

ケ
ー
ス
で
、
六
四
一
ケ
ー
ス
を
沖
縫
経

済
連
に
山
荷
し
て
い
る
。
一
ケ
ー
ス
の

平
均
値
が
約
三
、
二
五
凶
円
で
、
捻
出

荷
額
は
約
二
一
五
万
円
に
な
っ
て
い
る

ち
な
み
に
、
十
ア
ー
ル
当
り
の
最
高

売
上
げ
で
は
六
五
万
円
で
．
個
人
別
の

穀
高
売
上
げ
で
は
九
四
万
日
の
組
合
員

も
い
る
。
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一商工・農・漁業従事者に朗報一

嘉手納町小口資金融資（貸付）のご案内
1．小規模企書冊係

町内で事業を営む製造・加工業
者で，常時従業員数が20人以下（商
業またはサービス業にあっては5
人以下）の事業をしている方へ、
次のとおり、経営的自立とその振
興を図ること皇月的とし、無担保
で低利lは資いたします。

川　申込み方法
Il資を希望する事業者は、暮手

納町商工会長の推せん暮を添付の
上、琉球銀行の指定する様式に所
定の事項を妃せし、必要書類を添
えて、琉銀★手納支店に申込みを
する。

（2）申込み十格
町内に住所及び店舗を有し、
年以上同一事業を甘んでいる

町税の完納者である着
通切な事業霹十画を有し、イ貫遺

が確実である者。
沖托県信用保証協会の保証が

得られる着。

（3）条　　件

（D　資金使途
運転・転業・改伸資金

（診l腋資限度
各資金とも100万円以内

③　融　資　枠
5，000万円（町子井1．000万

銀行4．000万円）

④　融資期間
24か月以内（据置2カ月含

む）
（診　■融資利率

1年以内7．75％

2年以内8．1％

⑥　保　証　料

年1．0％を保証協会へ支払
う。

（診　保　証　人

沖縄県内に居住して、一定の
】職業を有し、独立した生欝十を

甘んでいる者1人以上をつけ
る。

⑧　返済方法
割l駄償遺または、一指償還

⑨　取扱銀行
琉球銀行嘉手納支店

（4）ll★受付日

昭和52和6月上旬

2．農♯蘭係

町内で農業を経営する者で、耕

地面積が10アール（300坪）以上あ

り、年間耕作日数が60日以上ある

者と、畜産は常時豚の飼育が20頭

以上、牛については5鍋以上を飼

育している方へ、無担保低利で貸

付けいたします。

川　申込み方法

よ協の指定する様式に所定事項

を富己載し、必要雷頬を添え農協へ

申込みをする。

（2）申込み★枯

（D　町内に住所を有し、1年以上

農業に従事している者。

②　町税の完納者である者。

③　貸付けた資金の償運について
十分な能力を有する着。

⑥　沖九県農業信用基金協会の保
証が得られる者。

⑤　生産物がよ協出荷のできる者。

（3）集　　件

①　資金使途
設傭（よ1幾具l職人等）・運】伝

（家畜・種苗l購入等）資金

②　貸付限度
各資金とも50万円以内。

（診　貸　付　枠

昭和52年度500万円

④　貸付期間
24カ月以内。

（9　貸付利率
1．5％（年間）

⑥　保　証　料

0．4％（年間）

（診　保　証　人

町内に居住して一定の】職業を

有し、独立した生計を営んで
いる者1人以上をつける。

⑧　返済方法
半年I武償還または年賦償還

⑨　取扱機関

嘉手納町よ業協同組合

（4）手付受付日

昭和52年6月上旬。

3．漁♯間係

洗谷村漁業協同組合の組合員で
嘉手納町に住所を有する者であり
登録漁船を有する者に低利で資付
いたします。

（り　申込み方法

資金の貸付を受けようとする者

は、申込書その他必要書頬を添え
て組合に提出する。

（2）申込み升格

①　町内に住所を有し、現に1年
以上漁業を営んでいる者。

（診　町税完納者である者。

③　貸付金の償還について充分な
能力があると認められる者。

④　水緒はすべて漁協を通すもの
とし、水持代金の貯金振替及び
償還準備金の積立てができる者。

（3）条　　件

（D　資金使途
設備（機関、漁具、科学装備
等）・運転（燃料代、餌代、
その他）資金

②　貸付限度
各資金とも50万円以内。

（診　貸　付　枠

昭和52年度500万円。

④　貸付期間
設備資金24カ月（据置2ヵ月

含む）・運転資金12ヵ月。

（9　貸付利率
2％（年間）

（診　保　証　人

組合の地区内に住所を有する
者で一定の】職業を有し、保亘正

能力のあると旺められる者を
2名以上つける。

（診　担　　保

イ　漁船保険契約に基づく保険
金紙求権を質入する。

ロ　必要と弛める場合に適当を

物件をとる。

⑧　返済方法
割朕償還または一括償還

⑨　取扱機関
紙谷村漁業協同組合

（射　貸付受付日
昭和52年6月上旬

－4－

①
　
者
②
③
　
⑥
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カボチャの出荷

相
管
よ
。
⑲

国
民
年
金
が
改
正
さ
れ
ま
す

昭
和
五
十
二
年
俊
子
芥
が
き
ま
り

国
民
年
金
は
拠
机
年
金
・
福
祉
年
金
と

も
、
次
の
よ
う
に
、
老
齢
年
金
を
初
め

と
す
る
各
種
年
金
餌
が
引
上
げ
ら
れ
る

ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
改
沖
が
行
わ
れ
ま

す。一
、
拠
出
年
金

本
年
七
月
か
ら
、
老
齢
年
金
、
通
許

老
齢
年
令
、
障
＃
年
金
、
一
二
一
級
）

吋
√
年
金
、
吋
は
／
年
金
、
追
肥
牛
金
、

雅
柑
年
余
と
も
に
、
前
年
度
の
全
開
平

均
梢
珊
者
物
価
指
数
の
上
昇
率
に
妃
人
目

う
徹
が
加
詳
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
加
拝
は
従
来
毎
年
九
月

に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
年
は
二
カ
月

繰
上
げ
て
七
月
と
な
り
ま
す
。

二
、
福
祉
年
金

〓
　
年
金
柄
の
引
1
こ
げ

各
福
祉
年
金
の
月
粥
が
、
今
年
八
月
か

か
ら
次
の
よ
う
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。

0
老
齢
福
祉
年
金

三
、
五
〇
〇
日
I
 
T
 
J
i
、
【
U
O
O

M
0
印
判
‥
福
祉
年
金
（
．
級
）

二
〇
、
■
▲
一
〇
〇
円
l
二
一
二
　
ム
0
0

M
O
昨
盤
‥
福
祉
年
令
（
∴
級
〕

一
二
、
J
i
U
O
円
l
‥
九
、
0
0
0

円
0
母
√
・
叩
時
r
福
祉
年
金

．
七
、
六
〇
〇
円
l
‥
九
、
五
0
0

日
　
所
得
制
限
の
緩
和

本
人
の
所
柑
制
限
が
今
年
五
H
分
か

ら
、
次
の
よ
う
に
緩
和
さ
れ
ま
す
。

0
老
齢
福
祉
年
金
と
障
宮
福
祉
年
金

夫
婦
の
場
合
　
年
収
一
年
一
万
円

l
一
六
凹
方
円

0
母
仁
と
準
母
子
の
紬
祉
年
金

付
と
／
一
人
の
場
合
　
年
収
二
九

六
万
円
l
。
三
〇
万
円

〓
　
恩
給
等
と
の
併
給
制
限
の
緩
和

（
今
年
八
月
失
地
）

二
八
万
円
l
三
三
万
円

支
払
期
日
の
変
更

〈
今
年
十
月
失
地
）

従
来
の
支
払
月
で
あ
る
↓
月
、
五
月

九
月
を
、
本
年
か
ら
四
月
、
八
月
、
十

二
月
に
改
め
ま
す
。
（
な
お
、
十
二
月

の
支
払
い
は
、
受
給
権
者
か
ら
請
求
が

あ
れ
ば
、
十
一
月
に
支
払
い
ま
す
し
一

国
民
年
金
の
保
険
料
が

引
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

同
比
年
金
の
保
険
料
が
、
今
年
の
四

日
分
か
ら
、
一
と
月
に
つ
き
∴
千
二
百

円
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

同
比
年
金
は
、
給
付
珊
用
の
三
分
の

一
を
国
雄
が
八
川
し
な
が
ら
、
老
齢
年

令
を
初
め
と
し
て
各
種
年
金
鮎
を
引
上

げ
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
引
上
げ
は
今
後
も
続
き
ま

す
の
で
、
保
険
料
の
引
上
げ
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
同
比
年
金
制
鹿
を
さ
ら
に

良
く
し
て
い
く
た
め
に
、
保
険
料
の
約

日
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
加
入
も
れ
者
は

す
ぐ
手
続
き
を

凶
艮
年
金
は
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳

ま
で
の
人
で
、
厚
生
年
金
な
ど
他
の
公

的
年
金
制
舷
に
は
い
っ
て
い
な
い
人
が

す
べ
て
加
入
す
る
国
営
の
年
金
制
舷
で

い
ま
二
千
六
百
万
人
以
上
が
加
入
し
て

い
ま
す
。

こ
の
同
比
年
金
へ
一
定
期
間
加
入
し

て
、
六
十
五
歳
に
な
れ
ば
老
齢
年
金
を

受
け
ら
れ
ま
す
が
、
加
入
の
手
続
き
を

忘
れ
て
い
る
と
、
披
保
険
新
期
間
の
終

点
で
あ
る
六
十
歳
ま
で
保
険
料
を
納
め

て
も
、
老
齢
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
と

い
う
㈹
っ
た
場
合
が
生
じ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
他
の
公
的
年
金
に
全
く
加

入
せ
ず
に
一
二
十
五
歳
以
上
に
な
っ
た
人

は
、
こ
れ
か
ら
加
入
し
て
、
か
か
さ
ず

に
保
険
料
を
納
め
で
も
、
老
齢
年
金
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

二
十
歳
に
な
っ
た
人
、
他
の
公
的
年
金

か
ら
移
っ
て
き
た
人
は
も
ち
ろ
ん
、

加
入
の
人
は
、
す
ぐ
に
、
同
比
年
令
未

加
入
す
る
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

…
…
…
…
カ
ボ
チ
ャ
は
前
途
有
望
′

●
●

■
●

●
●

■
●仰

㌻
町
内
生
産
組
合
が
初
の
出
荷
…
…
…
“
…
…
…

こ
と
し
、
沖
縄
の
カ
ボ
チ
ャ
が
、
沖

縄
経
済
連
の
本
土
市
場
の
開
拓
に
よ
っ

て
、
大
阪
市
場
で
大
変
な
入
坑
を
よ
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
県
内
で
い
ま

わ
ポ
チ
ヤ
栽
培
が
注
目
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
町
内
で
も
、
カ
ボ
チ
ャ
生
産
組

合
（
九
名
）
　
の
人
た
ち
が
、
こ
と
し
の

三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
六
、
四
二
ト

ン
の
カ
ボ
チ
ャ
　
（
え
び
す
）
を
出
荷
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
同
組
合
H
が
今
回
は
じ
め

て
手
か
け
た
も
の
で
、
十
キ
ロ
詰
め
の

ケ
ー
ス
で
、
六
四
一
ケ
ー
ス
を
沖
縫
経

済
連
に
山
荷
し
て
い
る
。
一
ケ
ー
ス
の

平
均
値
が
約
三
、
二
五
凶
円
で
、
捻
出

荷
額
は
約
二
一
五
万
円
に
な
っ
て
い
る

ち
な
み
に
、
十
ア
ー
ル
当
り
の
最
高

売
上
げ
で
は
六
五
万
円
で
．
個
人
別
の

穀
高
売
上
げ
で
は
九
四
万
日
の
組
合
員

も
い
る
。



広報かでな

区別 �番一号 �栓　織　別 �番号 

東区 �l �官：・謳　用 �l 

上匡 �2 � �2 

中区 �3 �官公署学校用 �3 

北区 �4 �浴　場　用 �4 

両区 �5 �臨　時　用 �5 

西区 �6 � �－ 

付されたゴミ鐸

昭和52年5月川日

轟集と発行

行　嘉手納町役場

葉　企画経済課広報係

手柄町字義手嘩1番地
904－02

（098976）2001・2628芸報心や勧
カ
ボ
チ
ャ
は
、
十
一
月
の
中
旬
に
播

種
（
た
ね
を
ま
く
）
し
、
十
二
月
上
旬

か
ら
半
ば
に
か
け
て
本
畑
へ
定
植
す
る

栽
培
は
ト
ン
ネ
ル
栽
培
を
す
る
か
、
こ

れ
は
寒
波
を
防
ぐ
た
め
、
定
植
し
て
か

ら
三
・
四
カ
月
で
収
穫
で
き
る
。

「
カ
ボ
チ
ャ
の
栽
培
は
管
理
か
し
や
す
い
の
と

病
害
虫
に
も
強
い
し
、
寒
波
に
も
強
い

よ
う
だ
、
ウ
リ
ミ
バ
エ
に
対
す
る
予
防
■

対
策
さ
え
し
っ
か
り
す
れ
ば
そ
ん
な
に

手
が
か
か
ら
な
い
し
、
換
金
作
物
と
し

て
は
前
途
有
望
で
す
よ
」
と
カ
ボ
チ
ャ

作
り
の
初
の
試
み
に
関
係
者
は
大
鼓
判

を
お
し
て
い
ま
し
た
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
・
・
・
・
‥
・
‥
●
・
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

水
道
の
告
知
書
が

七
月
分
よ
り

変
わ
り
ま
す

号
も
記
入
さ
れ
ま
す
の
で
よ
り
明
白
に

な
り
ま
す
。

栓
種
別
に
つ
い
て
も
家
事
用
1
、
営
業

用
2
、
官
公
署
学
校
用
3
、
浴
場
用
4

臨
時
用
5
、
と
い
う
ふ
う
に
番
号
で
稚

別
を
表
わ
し
ま
す
。

こ
れ
を
表
に
し
ま
す
と
別
表
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
水
通
謀
で
は
、
需
用
家
の
方

々
の
自
主
納
付
を
望
ん
で
い
ま
す
の
で

銀
行
・
農
協
等
の
ご
利
用
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

ゴ
ミ
の
な
い
清
潔
な
町
に

新
町
通
り
に
ゴ
ミ
箱
を
設
置

－
新
町
通
り
会
－

新
町
通
り
会
（
全
長
町
田
宗
晃
、
全

員
七
五
名
）
で
は
、
年
度
事
業
の
一
項

と
し
て
、
ゴ
ミ
の
な
い
清
潔
な
町
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
、
ロ
ー
タ
リ
ー
（
花
城

電
気
前
）
か
ら
み
な
と
通
り
入
口
に
至

る
約
四
百
米
の
新
町
通
り
に
一
九
個
の

町
水
道
課
で
は
、
七
月
分
の
水
料
金

か
ら
は
、
t
算
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な

い
、
今
ま
で
の
告
知
書
か
ら
多
少
変
わ

っ
て
き
ま
す
の
で
ご
説
明
し
て
お
き
ま

す。
色
は
み
ど
り
色
に
な
り
、
従
来
三
枚

折
り
た
た
み
に
な
っ
て
い
た
も
の
か
、

今
度
の
も
の
は
、
横
書
き
和
英
両
文
入

り
に
な
り
、
収
納
済
通
知
書
と
収
納
済

通
知
書
（
銀
行
等
の
保
存
）
及
び
納
入

通
知
書
兼
領
収
証
の
三
つ
の
段
階
に
分

け
て
弱
ミ
シ
ン
を
通
し
て
あ
り
ま
す
。

内
容
的
に
大
き
く
通
い
ま
す
の
は
、
収

納
簿
番
号
と
栓
権
別
の
欄
で
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
の
収
納
簿
番
号
は
各
区
別
に
一

也
か
ら
順
序
に
二
年
番
号
で
し
た
が
、

今
度
の
収
納
簿
で
は
番
号
が
八
桁
に
な

り
ま
す
。
（
屯
算
セ
ン
タ
ー
使
用
の
た

め
必
要
な
数
字
）
、
ま
ず
、
各
区
を
使
先

上
、
次
の
よ
う
に
設
置
し
ま
す
。

1

2

3

4

－

5

6

一

一

一

一

一

一

東
上
中
北
南
西

そ
う
し
ま
す
と
、
例
え
ば
中
区
十
丁
枕

の
場
合
は
3
1
1
と
い
う
ふ
う
に
最
初

の
三
桁
で
区
、
舷
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
次
の
三
つ
の
番
号
が
収
納
簿
番
号

で
こ
れ
は
永
久
番
号
に
な
り
ま
す
。

（
住
所
の
変
更
が
な
い
場
合
）
、
そ
の
次

に
二
つ
の
数
字
が
並
び
ま
す
が
、
そ
れ

は
枝
番
で
す
の
で
今
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
住
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、

従
来
通
り
区
、
班
を
使
用
し
な
が
ら
番

「
ト
ト
帖
蕊

ゴ
ミ
箱
を
設
遷
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
同
通
り
を
通
行
す
る
車
両

の
運
転
者
や
通
行
人
そ
れ
に
買
物
客
が

公
道
に
か
み
く
ず
や
空
ビ
ン
空
カ
ン
な

ど
の
ゴ
ミ
を
放
正
し
た
り
投
げ
す
て
を

さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
同
通
り
を
ゴ
ミ

一
つ
な
い
清
潔
で
き
れ
い
な
通
り
に
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
設
置
し
た
も
の
。

こ
の
ゴ
ミ
郡
は
通
行
人
用
に
股
遷
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
家
庭
内
か
ら
排
出

さ
れ
る
ゴ
ミ
は
、
こ
れ
に
投
入
し
な
い

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
み
ん
な
で
大
切

に
扱
い
、
町
の
美
化
へ
の
ご
協
力
を
よ

ぴ
か
け
て
い
ま
す
。
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●

●

…
恐
ろ
し
い
キ
ど
の
嘉
穂
病
を
…

…

　

　

撲

滅

し

ょ

う

　

　

…

…
－
■
穂
状
の
鞭
状
物
が
で
き
る
前
に
4
　
胞
子
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
ど
こ
…●

…
株
ご
と
抜
き
取
り
、
適
当
な
場
所
に
　
－
ル
袋
を
か
ぶ
せ
林
ご
と
抜
き
取
る
…

仙
　
烹
て
笠
す
る
。
　
　
　
5
ほ
君
辺
の
ス
ス
三
イ
ネ
科
稚
…

…
2
　
発
生
の
事
し
い
は
場
は
株
出
し
を
　
物
）
雑
草
を
苅
り
取
る
。
　
　
…

…
　
さ
け
、
は
犠
ご
と
焼
却
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
3
　
発
病
は
嶋
や
そ
れ
に
隣
接
し
た
は
蒸
れ
穂
病
の
発
生
が
あ
っ
た
場
合
・
役
…●

…
嶋
か
ら
は
莱
苗
し
な
い
。
　
　
　
嘲
、
農
協
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。
…
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あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

町
▼
集
会
へ

〇
　
五
月
十
ヒ
日
宇
威
手
的
四
六
三
番

地
知
花
賢
治
さ
ん
か
ら
ご
尊
父
包
沼

さ
ん
の
香
典
返
し
と
し
て
三
〇
万
円

町
社
食
欄
祉
協
■
金
へ

〇
　
五
月
四
日
字
素
手
納
車
二
番
地
上

聞
正
弘
さ
ん
か
ら
ご
祖
父
江
三
郎
さ

ん
の
杏
典
返
し
と
し
て
一
万
円


